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きれいに塗り替えられた車のボディー 

経費削減への努力に感謝！ 

 
屋外作業係 車を少しでも長く使える様に 

と、車の塗装作業も自分たちの手で実施。 

一般社団法人宇治高齢者事業団 

〒611-0041 宇治市槇島町外 1-21 
Ｅメール 

uji-koureisya@iris.eonet.ne.jp 

 

じぎょうだん つうしん 
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  宇治高齢者事業団 

機関紙 第 10 号 
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電話（Fax）774-21-6685 

 

 全団員の皆さんの頑張りで 
 ２０１５年度財政決算 赤字から黒字に  

 ご奮闘に感謝 更なるご協力をお願いします。 
 

 宇治高齢者事業団は、2015 年度決算で前年度２９８万７，０８７円の赤字決算となるなかで、 

2015年度は、前年度の赤字財政から脱却するために

全団員一丸となってがんばってきました。 

 このような中で、このほど報告された 2015 年度決算

については、１７１万５９８０円の黒字財政になることと

なりました。前年度決算からみれば約４７０万円の増

収となりました。 

 収入金額についてもほぼ前年度決済時の金額を確

保する事ができ、改めて団員の皆さんのご奮闘に心

より御礼申し上げます。 

 黒字になった要因は、３月にも報告したように団員

賃金の１６８万円減、役員報酬の２６２万円減が最大

の要因で、団員賃金の１６８万円減については、年度

の後半で屋外作業と観光トイレの人員を退職者不補

充により少ない人員で業務を処理した現場の努力に

よるものであると言えます。 

 しかしながら２０１６年度は、新たな制度での事業

運営が必要となり約３００万円近い経費増が必要

となることから事業団のこれまでにない努力が求

められています。 

 全ての団員の皆さんの更なるご協力をお願いい

たします。 

 

事業団労働安全衛生委員会 
スタート  
第 1 回５月２６日、委員長に加藤理事、副委員長に木谷満夫
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委員、事務局に梅原委員など役員体制を決める。 
第 2回６月２４日午後に開催 事務所「禁煙」などを決める 
  2016 年度の第 1 回労働安全衛生委員会を５月２６日午後３時半から実施。事業団より梅原代

表理事、玉井理事、加藤理事、労働組合より山本潔宇治分会長、小林副分会長、木谷分会書記

長が参加して開催されました。 

 委員会は、最初に梅原委員より発足までの経過について報告。 続いて 議事 ① 委員会の役

職についてを議論し、委員長に団より加藤眞久委員、副委員長に組合より木谷満夫委員、事務局

に団より梅原孝委員を選出

しました。  

 議事 ② 委員会の今後

の進め方については、・月 1

回の開催を目指す。次回第

2 回は 6 月 24 日（金）午後

に実施する。・第 2 回会議

で今後の取り組みの詳細を

決める。 

 

第 2 回労働安全衛生委

員会は、6月24日午後開催。

事務所内の「禁煙」などを

決めるとともに、7 月に各職

場への訪問調査を実施す

ることなどを決めました。 

事業団の事務所内禁煙

については、６月２８日に開

催した第３２回理事会でも

承認され、７月１日から実

施します。団員の皆様のご

協力をお願いします。 

尚、これに伴い「喫煙場

所」は、事業団事務所外、

両方の入口の間の場所に

設けさせていただきました

のでご利用をお願いしま

す。 

 

団第２回労使
協議会 ６月２４日に開催 事業団「夏の一時金」 第３回

労使協議会で協議予定 
  
6 月 24日、第 2回労使協議会において「一時金をめぐる討議経過と事務局判断」について事務局
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 駐輪場グループ 業務執行理事を７月１日～

交代します。新体制でのご協力をお願いします。 

    

  
 

での討議内容を報告し、『夏の一時金の支給については、一番ベターなのは、「昨年と同様の月数で

支給すること。」であるが、財源の捻出は困難であり予算額からみてどのように回答するのかを協

議・検討している。第１２回の事務局会議では回答内容の結論が出せない状況である。労使協議会

を経て２８日の理事会での協議の後に、有額回答をしたい。』と説明しました。 

 この後、６月２８日午後に開催した宇治高齢者事業団第 32 回理事会で、梅原代表理事から「事業

団夏の一時金の支給についての討議状況」について報告し議論されました。 

理事会で出された方針については、近く開催する第３回労使協議会で協議する予定です。 

 また４月分通勤費の一部支払漏れについて、「支払漏れとなった対象者は１７名（緑化土木・施設

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ）で、支払漏れとなった原因は、①４月より通勤費支払が開始され、賃金明細書の内容

変更を行った。②その際、駐輪場グループは検証でも問題はなかったが、緑化土木・施設管理グル

ープについては最終検証の中で通勤費を収入に含める変更内容の確認が出来ていなかった。その後、

賃金明細書のプログラムを再検証し、現状では問題は存在しない。」ことを報告し、謝罪するととも

に再発防止に努めることを報告しました。 

 ２０１６年度の業務執行

体制について団第３１回

理事会等で協議し、第３２

回理事会で承認されまし

た。結果、駐輪場グルー

プは、代表理事が兼務す

ることとなりました。 

ついては、駐輪場グル

ープは、全体を梅原がも

ちつつ、現場対応を事務

局員笠原純夫氏に行って

もらうこととし、笠原氏の

勤務は、当面は週３日と

緊急時対応時間とする。

時間給は８０７円として業

務を執行していただくこと

にしております。 

当分の間、皆様には何

かとご不便をおかけする

ことと思いますが、ご協力

よろしくお願いいたしま

す。 

    
そ れ ぞ れ の 連 絡 は 、    

組織体制を重視してすす

めます。                

 日常の業務運営につい

ては、「業務マニュアル」に基づいて業務を行っていただきながら、事務局からの連絡事項につい
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事務局からお知らせ 

 ご苦労様でした。野末 剛騎さん（緑化土木グループ屋外作業係）2016.5.31 退職 

 ご苦労様でした。松浦 孝治さん（緑化土木グループ屋外作業係）2016.6.10 退職 

屋外作業係 昨年８月、猛暑の中で河川草刈り作業途中で休憩

される団員の皆さん. 皆元気に乗り切っていただきました。 

事務局員 笠原純夫さんのプロフィール 
  

 駐輪場グループを担当していただく笠原純夫さんは、長年にわたって宇治市役所生活保護

課や水道工務課などの係長として弱者の立場を尊重し、公正な業務を推進してこられた方であ

り、一方では宇治市職員労働組合の監査役としても信頼をされてきた方です。 

 最近でも地元の町内会長や伊勢田連合町内会の監査役もされており、現場の皆さんと共に働

きやすい職場環境づくりに貢献していただけると確信しています。団員の皆様のご協力、よろ

しくお願いします。                代表理事 梅原 孝 談 

ては、緊急事項以外は現場連絡主任を通じて全ての団員に連絡させていただきます。 

また同様に、現場からの事務局への連絡についても上記連絡図のように、現場連絡主任から

笠原事務局員（これまで同様の駐輪場専用の携帯電話 090-3652-4087 へ。近鉄大久保は梅原・

090-8203-5450 へ）へお願いします。 

さらに緊急時の対応、連絡は、京阪木幡、京阪三室戸の駐輪場は、梅原が対応させていただき

ますのでよろしくお願いします。 

    熱中症を防ぐために 
 

 熱中症の発生は7～8月がピークにな

ります。熱中症を正しく理解し、予防

に努めてください。 

○熱中症は、適切な予防をすれば防ぐこ 

 とができます。 

○熱中症になった場合も、適切な応急処 

 置により救命することができます。 

○一人ひとりが、熱中症予防の正しい知 

識をもち、自分の体調の変化に気

をつけるとともに、周囲の人にも

気を配り、予防を呼びかけ合って、

熱中症による健康被害を防ぎま

しょう。 

 

熱中症の予防には、「水分補給」と

「暑さを避けること」が大切で

す！ 

○こまめな水分・塩分の補給※高 

齢者、障害児・障害者の方は、の

どの渇きを感じなくても、こまめ

に水分補給をしましょう。  

 

熱中症はどのようにして起こるのか？ 熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「からだ」と「行

動」によるものが考えられます。 

事務局からお知らせ 

 宜しくお願いします。 

 吉尾 隆男さん （緑化土木グループ屋外作業係）   2016.5.23 就職 

 上野キクエさん （緑化土木グループ屋外作業係）   2016.5.23 就職 


